
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

三

百

七

十

八

号

平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日

岐

阜

岐

南
線

路
線
名

岐
阜
市
東
川
手
五
丁
目
二
二
番
一

地
先
か
ら

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
三
丁
目
二
五

八
番
地
先
ま
で

区

間�、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

六
一
三
ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
育
総
務
課)

六
一
四

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

六
一
四

正

誤

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
中
訂
正

(
砂

防

課)

六
一
四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日



教
育
委
員
会
訓
令
甲

公

示

図
の
と
お
り

と
お
り

と
お
り

土
石
流

土
石
流土

石
流

東
川
谷
１

椎
倉
東
谷

椎
倉
東
谷南

ヶ
洞
川

高
木
谷

山
県
市
伊
佐
美

山
県
市
椎
倉

山
県
市
椎
倉

山
県
市
高
木

山
県
市
高
木

次
の
図
の

次
の
図
の

次
の

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

土

屋

嶢

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
条｣

を｢

第
三
条
の
二｣

に
改
め
る
。

第
一
章
第
一
節
中
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

文
書
作
成
の
原
則)

第
三
条
の
二

職
員
は
、
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並
び
に
事
務
及
び
事
業
の
実
績
を
合

理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
処
理
に
係
る
事
案
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る

場
合
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
文
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一

教
育
委
員
会
規
則
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ
の
経
緯

二

教
育
委
員
会
の
重
要
政
策
の
決
定
又
は
了
解
及
び
そ
の
経
緯

三

個
人
又
は
法
人
の
権
利
義
務
の
得
喪
及
び
そ
の
経
緯

四

職
員
の
人
事
に
関
す
る
事
項

第
七
条
第
一
項
第
六
号
中｢

契
約
書
等｣

を｢

契
約
書
、
議
事
録
等｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
の
ぼ
の
朝
日
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代

表

者

の

氏

名

高
井

道
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
朝
日
町
浅
井
七
三
六
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
飛
騨
地
区
の
地
域
住
民
に
対
し
て
、
介
護
、
福

祉
、
子
育
て
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
の
福
祉
の

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日
号
外
一�
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

岐
阜
県
告
示
第
三
百

｢

五
十
号)

二
三
頁
上
段
の
表
中

｢は

｣

｢

の
、

｣
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谷
１ 次

の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

山
県
市
大
桑

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

土
石
流土

石
流

土
石
流

土
石
流土

石
流

次
の
図
の
と
お
り

高
木
谷

寺
洞
日
洞
谷
１

日
洞
谷
１

土
石
流

山
県
市
高
木

山
県
市
高
富

山
県
市
高
富

山
県
市
高
富

深
田

久
保
坂
谷

椎
倉
谷

四
国
山
谷

水
尾
谷
４

東
市
洞
谷

又
洞
宮
本
谷
３

椎
斎
西
谷

佐
賀
田
倉
谷

雉
子
洞

頓
洞
谷
１

慈
明
院

泉
蔵
寺

深
田
谷
１

山
県
市
東
深
瀬

山
県
市
椎
倉

山
県
市
大
桑

山
県
市
大
桑

山
県
市
大
桑

山
県
市
梅
原

山
県
市
西
深
瀬

山
県
市
椎
倉

山
県
市
佐
賀

山
県
市
高
富

山
県
市
椎
倉

山
県
市
佐
賀

山
県
市
西
深
瀬

山
県
市
赤
尾

山
県
市
大
桑

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

｢は

｣

｢

の
、

｣

｢は

｣

｢

の
、
二
五
頁
上
段
の
表
中

｣

｢

｣

は

の

｣

誤
り
。
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平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


